
 

  

 

 

新潟県では、エネルギー・原材料価格高騰の影響を踏まえ、中小企業等が経済社会活動の変化

に対応するために行う新たな商品開発やサービスの提供の取組であって、地域の課題解決に資

するもの、または DX や脱炭素、省人化・省力化等に関する前向きなチャレンジを支援します。 
 

 
地域課題解決型 

重点課題解決型 

DX・GX枠 生産性向上枠 

補助対象事業 

新たな商品・サービ

スの開発や新たな販

売・提供方法への転

換等の取組であっ

て、地域の課題解決

に資する取組 

「DX」や「温室効果ガ

スの削減」に資する製

品・サービスの開発や生

産プロセスやサービス提

供方法の改善等の新たな

取組 

製品・サービスの生

産・提供プロセスにお

いて人による作業に依

存する業務を機械・シ

ステムで代替すること

などにより省人化・省

力化を図る取組 

補助対象者 新潟県内中小企業 

 売上減少要件 あり なし あり 

補助率 1/2 以内 2/3 以内 1/2 以内 

補助額 10 万～100 万円 13.3 万円～133.3 万円 10 万～100 万円 

補助対象経費 機械装置等費、開発費、展示会出展費、広報費、外注費 

申請期間 令和 6 年7 月29 日（月）～9 月13 日（金） 

申請書提出先 新潟商工会議所または最寄りの商工会・商工会議所 

※売上減少要件：2022 年１月以降の任意の１か月の売上高、粗利益、付加価値額のいずれか

が、2019～2021 年同月と比較して 5％（付加価値額の場合は 10％）以

上減少していること。 

※申請する事業と同一の事業や機械装置等について、国及び県の他の補助金との併用はできま

せん。 

※同一事業者からの申請は１件に限り、同時申請もできません。 
 
当所への申請及びご相談は下記 URL か右記 QR から 

https://formsys.niigata-cci-mail.net/formsys/public/form/759 

申請書の作成には時間がかかる場合がございますので、締切のおよそ 10 日前までにはご相談

をお願い致します。 
 

【補助金全般に関するお問合せ】新事業チャレンジ補助金相談ダイヤル 

               TEL：0570-783736（土日祝日を除く 9：00～17：00） 

【事業計画に関するお問合せ】新潟商工会議所 中小企業振興部 

               TEL：025-290-4212（土日祝日を除く 9：00～17：30） 
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当所では、料亭のお食事、日本酒の飲み比べ、古町芸妓のおもてなしとお

座敷遊びを、通常の半額以下の特別価格で楽しめる体験会を、9 月以降 10回

にわたり開催します。参加者は満 20～39 歳の方限定、全体の定員は 160名で

す。開催日時・会場・参加費の詳細は、下記の一覧表をご確認ください。す

ぐに満席となることが予想されますのでお見逃しなく！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム（約２時間の体験会） 
１．開会  

２．女将・芸妓挨拶 

３．乾杯・日本酒の飲み比べ（冷酒／ぬる燗） 

４．古町芸妓の踊り・古町芸妓の紹介 

５．お座敷遊び（樽拳） 

６．閉会 
 

開催日時・会場・参加費                     （開催日順・敬称略） 

 開催日時 店名 参加費 定員 

1 9 月 7 日 （土） 18：00～20：00 行形亭 11,000 円 20 名 

2 9 月 14 日 （土） 18：00～20：00 大善 6,000 円 20 名 

3 9 月 21 日 （土） 17：30～19：30 鍋茶屋 11,000 円 20 名 

4 10 月 5 日 （土） 17：00～19：00 寿ゞむら 8,000 円 10 名 

5 10 月 12 日 （土） 17：30～19：30 料亭 一〆 6,000 円 20 名 

6 10 月 19 日 （土） 18：00～20：00 やひこ 8,000 円 10 名 

7 10 月 26 日 （土） 18：00～20：00 割烹 萬代 8,000 円 10 名 

8 11 月 2 日 （土） 17：30～19：30 かき正 6,000 円 20 名 

9 11 月 9 日 （土） 19：30～21：30 鮮彩屋きらく 8,000 円 12 名 

10 11 月 16 日 （土） 18：00～20：00 金辰 6,000 円 10 名 
 
詳細・お申込みは下記 URL か右記 QR から 

https://www.niigata-cci.or.jp/furumachi-geigi-lp/ 

【お問合せ】まちづくり支援課 

TEL：025-223-6272（土日祝日を除く 9：00～17：30） 

 

 

 

新潟古町芸妓とは？  
新潟古町芸妓の発祥は、約 200 年前の江戸時代にまで遡ります。 

その頃の新潟は、北前船の拠点としてにぎわい、多くの人々が交流

するみなとまちでした。そのみなとまちにいつしか花街が生まれ、

訪れる人々を粋な芸でもてなしたのが新潟古町芸妓でした。 

風情溢れる料亭が軒をつらね、日本一の米や地酒、四季折々の食

材を使った料理が振る舞われる古町花街は、新潟が誇る伝統文化で、

芸妓さん達はその象徴です。 

 

2 
 

https://www.niigata-cci.or.jp/furumachi-geigi-lp/


原産地証明書等の窓口発給方法について（徹底のお願い）

 

 

 
   
当所では令和 6年 8月 19 日（月）から 9月 8日（日） 

の期間中、全面空調工事のため万代島ビル 7階事務所を 

閉所いたします。工事期間中は万代島ビル 6階のエレベ 

ーターホールを出て右一番奥に仮事務所を設置いたしま 

すのでご利用をお願いいたします。 

なお、代表電話（025-290-4411）、FAX（025-290-4421）、 

E メールは通常通り繋がります。 

皆様には期間中ご迷惑をおかけしますがご理解のほど 

よろしくお願いいたします。 
 

【閉所期間】 

令和 6 年8 月19 日（月）～9 月8 日（日） 
 
【お問合せ】総務課  TEL：025-290-4204（土日祝日を除く 9：00～17：30） 

 
 

 
  
当所ではこの度、担当部署の体制変更に伴い、原産地証明書等の円滑な発給のため、弊所窓口

での発給方法を下記の通り変更させていただくことといたしました。何卒ご理解ご協力の程よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

【変更時期】令和６年8 月1 日（木）～ 

【窓口発給方法】STEP① 来所（発給）日時の予約 

ご来所（発給）日時のご予約をお願いいたします。 

予約可能時間帯：午前の部／9：30～11：00  

午後の部／13：00～15：00 

    ※電話予約不可（必ずメールでお願いいたします）。 

    ※ご予約なしで窓口へお越しいただいた場合、ご対応はいたしかねます。 

 

      STEP② 書類の事前確認依頼（期限：ご来所日の前営業日 12：00 まで） 

事前に下記メールアドレス宛に提出書類を PDF データにてお送りください。 

    Email：boueki-shoumei@niigata-cci.or.jp 

    ※発給漏れを防ぐため、原則担当者個人アドレス宛の送信はご遠慮ください。 

※ご来所日前日の 17：00 までに確認結果をご返信いたします。 

※ご予約日時確定後であっても、期限までに書類をお送りいただけない場合、発

給できないことがあります。   

 

STEP③ 来所（発給）：ご予約日時に弊所事務所までお越しください。 

 

空調工事に伴い、上記の期間につきましては、弊所事務所が閉鎖となり、万代島ビル 6 階に

仮事務所が設置されます。発給窓口も同様に変更となりますのでご注意ください。 
 
【お問合せ】会員サービス課 TEL：025-290-4209（土日祝日を除く 9：00～17：30） 
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この度、会報誌発送費用の高騰に伴い、商い情報便の封入費用をやむなく変更する運びとな

りました。また、併せまして 10 月号封入分より利用料が封入前の先払いに変更となります。詳

細は HPをご確認ください。何卒ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。 
 

【価格改定実施月】令和６年10 月号から（8 月 15 日申込締切）  

【価 格 改 定 額】B5・A4 版→33,000 円（税込） ※改定前：22,000 円（税込） 

                B4・A3 版→55,000 円（税込） ※改定前：33,000 円（税込） 

         ※その他封入物の料金は HP をご覧ください。 

 

また、空調工事に伴う弊所事務所閉鎖期間中におきましては、商い情報便（９月号）納品物の

納品期間、納品方法も同様に変更となりますのでご注意ください。 

 

【納 品 期 間】令和 6 年8 月16 日（金）～８月３０日（金） 

【納 品 方 法】①チラシをご持参いただく場合 

新潟万代島ビル６階 新潟商工会議所仮事務所までお持ち込みください。 

②ご送付いただく場合 

          下記宛先にてお送りください。 
 

〒950－0078  新潟市中央区万代島５番１号 万代島ビル 6 階 

新潟商工会議所仮事務所 商い情報便担当 宛 
 
詳細は下記 URL か右記 QR から 

https://www.niigata-cci.or.jp/sales-connection/sales/akinaijohobin 
 

【お問合せ】会員サービス課 TEL：025-290-4209（土日祝日を除く 9：00～17：30） 
 

 

 

 

 

新潟市では、食品ロス削減のため宴会で料理を食べきろうという「20・10・0 運動」を、

市内飲食店及び事業者の皆様と一体的に取り組んでおり、参加していただける店舗・企業等を

募集中です。事業を新聞などで広く周知するほか、参加店舗・企業等は公式ホームページなど

市の広報媒体でご紹介し、盛り上げを図っていきたいと考えています。 

宴会のはじめの 20 分・宴会終わりの 10 分は自分の席で料理を楽しみながら、食べきること

で食品ロスを 0 にしましょう！ 
 

【参加対象】市内飲食店又は宴会を実施（予定）の事業者 

【申込期限】随時募集中 

【備 考】必要に応じて、事業のチラシやポスター、宴会の台本などを提供できます。 

      本事業は市と新潟日報との共催事業です。 
 
お申込みは下記 URL か右記 QR から 

https://lgpos.task-asp.net/cu/151009/ea/residents/procedures/apply/68ce7e71-42a3-4fac-b1ee-c32ee954aa28/start  
 
【お問合せ】新潟市 循環社会推進課 

TEL：025-226-1391  MAIL：junsui@city.niigata.lg.jp 
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☆詳しい内容については、労務管理の専門家にお聞きください！新潟県社会保険労務士会ホームページ http://www.sr-niigata.jp/ 
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労務管理のお知らせコーナー ７月号 

今月のテーマ 「労働保険の年度更新」についてのＱ＆Ａ 

 会社の経営者・人事労務担当者・従業員の皆さんは会社で「労働保険の年度更新」について、疑問に思った

り、考えたりしたことはありませんか。今回は「労働保険の年度更新」についてのＱ＆Ａをお伝えいたします。 

Ｑ．保険料の計算をしたら小数点以
下が発生してしまいました。切り捨
てですか。切り上げですか？ 

Ｑ．還付額があるときはどうしたら
いいのですか？ 

Ｑ．「労働保険の年度更新」とは、
どのような手続きですか？ 

Ａ．申告書の提出は必要です。事業を廃止し
た日までの確定保険料を申告して 
ください。 

Ｑ．一般拠出金とは何ですか？ 

Ａ．「石綿による健康被害の救済に関する
法律」により、石綿（アスベスト）健康被害
者の救済費用に充てるため、平成 19 年 
4 月 1 日より事業主のみなさまにご負担
頂くものです。 

Ｑ．申告書と領収済通知書を切り
離してしまいました。どうしたら
いいのですか。 

Ａ．申告書のみを管轄の労働基準監督署
または労働局に提出して頂き（郵送可）、
領収済通知書はお近くの金融機関で納付
してください。 

Ａ．①前年度の確定保険料の申告、納付 
・前年度の労働保険料の精算をします。 
・精算の結果、前年度の労働保険料の納付額
が確定額より多ければ充当または還付さ
れ、少なければ追加納付します。 

②新年度の概算労働保険料の申告、納付 
・新年度分の概算保険料を計算、申告、納付
します。 

Ａ．切り捨てになります。ただし、労災保険
と雇用保険の算定基礎額が同額の場合は
別々に計算して切り捨てるのではなく合計
の料率を算定基礎額に乗じ、その後切り捨て
てください。 

Ａ．申告書の提出と併せて労働保険料・一般
拠出金還付請求書を管轄の労働基準監督署
または労働局に提出してください。 

Ｑ．事業を廃止しました。申告書
の提出は必要ですか。 

 「労働保険の年度更新」についてのＱ＆Ａ  

 労働基準法は会社と従業員のどちらもが守るべき大切な法律です。理解しておくことでお互いが働きやすい

会社となり、従業員とのトラブルも素早く対処することができます。 

 疑問に思ったことは、日頃からも労使間でトラブルが生じないように確認をしておくことが大切です。 

http://www.sr-niigata.jp/


熱中症を予防しましょう 
（ 一社 ）新潟県労働衛生医学協会   

健康づくり推進部  保健師  鈴木  沙織  
 
 

昨年は、気象庁の統計開始以来最も暑かった夏で、職場での熱中症による死傷者数は 1,106

人と直近５年で最多となりました。今年も平年より気温が高くなるようです。今回は、熱中症

を予防するための体調管理の方法についてお話しします。 
 
 

1 熱中症について 
 

熱中症は、高温多湿な環境に体が適応できず、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、

体温調節機能がうまく働かなくなり起こります。熱中症を起こす条件は、①蒸し暑い環境

（高温多湿、日差しが強い、エアコンがないなど）、②身体負荷の高い作業（全身の筋肉を

使う作業、長時間作業、自己判断で休憩や水分補給がしづらいなど）、③体調不良（二日酔

い、寝不足、持病など）があります。  

 

2 熱中症の症状について 
 
  熱中症の症状は、重症度・緊急度から以下の３つに分類されます。 

①Ⅰ度（軽症）：立ちくらみ・めまい、手足がしびれる、足がつる、筋肉痛など 

②Ⅱ度（中等症）：吐き気・吐く、頭痛、口が渇く、体がだるい、イライラしているなど 

③Ⅲ度（重症）：意識がない、ボーっとして呼びかけても返答がおかしい、フラフラする、けい

れん発作、体が熱い、自力で水が飲めないなど。 

 

3 熱中症予防のための体調管理のポイント 
 
①仕事の前日は飲酒を控えめにし、睡眠を十分とりましょう。飲酒は男性であればビール500ml

１本、女性ではその半量が適量です。睡眠時間は、6～8 時間が推奨されています。 

②仕事前には睡眠を十分とったか、食事はしたか、体調は良いか、二日酔いはしていないか確認

しましょう。また、当日の熱中症警戒アラートの確認を行いましょう。 

③仕事中には、単独作業は避け、声を掛け合う、体調の確認、水分・塩分の補給、こまめな休憩

を心がけましょう。監督者は、現場パトロールを心がけましょう。 

何となく体調が悪い、すぐに疲れるなど、初期には熱中症と気づかない場合もあります。いつ

もと違うと感じたら、涼しい場所へ移動し、体を冷やし、水分・塩分（経口補水液）を補給し、

良くならなければ早めに病院を受診してください。 

 

なお、当会では、保健師による熱中症予防に関するセミナーもおこなっています。どうぞお

気軽にご連絡ください。 

 

 

TEL：025-232-0151 

（新潟県労働衛生医学協会 健康づくり推進部） 
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夏季うつを予防する三つのコツ 
 
  

昨今、酷暑が続いており、これからの季節は暑さとの闘いになることは必至です。夏や冬に不調を引き起こ

す、季節性うつというものがあります。今回は、夏季うつを取り上げます。うつになると、食欲不振や睡眠の

質の低下、やる気のなさなどが表れますが、原因のない不安感が強いのが夏季うつの特徴です。 

 刺激と変化によるストレス要因のことを「ストレッサー」といいます。夏場の主なストレッサーの一つに、

日差しが挙げられます。強い日差しは刺激が強く、それだけで大きなストレッサーとなります。それを避ける

ために、日傘、帽子、サングラスなどを使用しましょう。日中、事務所にずっといるので昼休憩の時くらい外

へ出ようという気持ちは分かりますが、ちょうど太陽が一番高く日差しの強い時間帯でもあるので、ある程度

遮光することが大切です。飲食店などでも太陽の高い時間帯は窓際を避けることも予防になります。オフィス

でも強い光が差し込まないように、シェードやカーテンなどで遮光をするのもお勧めです。明る過ぎないよう

に工夫しましょう。 

 また、体温よりも高いのではないかと思われる温度になる屋外と、寒いほどクーラーの効いた室内の温度差

が激しく、そこを行き来することにより身体に大きな負担がかかります。特に、それを一日何度も繰り返す人

は要注意です。室内では羽織るものを用意する、屋外では可能な限り遮光し、携帯用ファンや首元につけるク

ールリングなどを適宜使用するなど、身体への負荷を減らすことが大切です。 

 そして最後に、栄養にも気を配りましょう。脱水症を気にしてたくさん水分を取ることは良いのですが、そ

れでおなかが膨れて十分な食事量を取れないということが起こります。気持ちのコントロールに影響する、セ

ロトニンの元となるトリプトファンの摂取不足は、身体の不調を引き起こします。大豆製品、乳製品をはじめ、

バナナやアボカド、カツオなどにはトリプトファンが多く含まれているので、冷ややっこにかつお節をかける、

コーヒーはブラックではなくカフェオレや豆乳ラテにするなど、ちょっとした工夫をしていただければと思

います。 

 暑い季節ならではの予防策を講じて、心身ともに健康に夏を乗り切りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業況 DI は、改善も、依然として厳しさ続く。先行きは、回復への期待感広がるもコスト増に懸念。 

・全産業合計の業況 DI は、▲28.9（前月比＋4.3 ポイント） 
 

・緊急事態宣言等の解除を受けて、時短要請や行動制限が緩和され、外食・観光関連のサービス業では利用客の増加

がみられた。製造業、卸売業では飲食料品や電子部品関連が堅調に推移する一方、半導体不足や東南アジアでの感

染拡大を背景とした部品の供給制約による、生産活動への影響が継続している。また、鉄鋼などの原材料費や、原油

価格を含む資源価格の上昇、最低賃金引上げに伴う人件費の負担増加など、幅広い業種でコスト増加が足かせとな

っており、中小企業の業況改善に向けた動きは厳しさが続く。 
 

・先行き見通し DI は、▲21.6（今月比＋7.3 ポイント） 
 

・活動制限緩和に伴う日常生活回復による、国内の観光需要回復、年末年始の個人消費拡大への期待感が広がってい

る。一方で、半導体不足や部品供給制約による業績への影響、資源価格の高騰、円安の進行、原材料費上昇分の価

格転嫁の遅れによる収益圧迫などへの懸念から、中小企業においては、先行きへの慎重な見方が続く。 

 

詳細は、日商ホームページ（ https://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.html ）を参照。 
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業況 DI は、物価高に伴う消費低迷で、全業種で悪化。先行きは、一層のコスト負担増継続で厳しい見方。 
 
・全産業合計の業況 DI は、▲16.2（前月比▲4.8 ポイント） 

 
・資源・原材料価格が高止まりする中、歴史的な円安基調や人材確保に向けた賃上げ、輸送費の上昇等の複合的な要因 

による企業のコスト負担増は業種を問わず継続している。 

・とりわけ、建設業や卸売業では、働き方改革関連法による輸送費・労務費の上昇や需要の取りこぼしが見られたほ

か、製造業では企業の設備投資が力強さを欠き、需要が伸び悩んでいる。また、小売業やサービス業では、インバウ

ンド需要は底堅いものの、物価高による消費者の購買意欲の低下が下押しした。継続する物価高による消費低迷によ

り、全業種で業況は悪化となった。（全業種で業況 DI が 1.0 ポイント以上悪化したのは、2022 年９月以来）。 
 

・先行き見通し DI は、▲16.0（今月比＋0.2 ポイント） 
 
・高い賃上げ率や定額減税等による可処分所得の増加が期待される一方、資源価格の高止まりや円安の伸長等による

物価高が依然として上回っており、消費低迷が続いている。 

・また、人手不足による労務費や輸送費の上昇、電気代等の光熱費の高騰で、企業のコスト負担増は継続している。

価格転嫁も進捗は見られるが、度重なる物価上昇に追い付いておらず、先行きは厳しい見方が続いている。 
 

詳細は、日商HP（https://cci-lobo.jcci.or.jp/）を参照。 

大野 萌子／おおの・もえこ  
法政大学卒。一般社団法人日本メンタルアップ支援機構（メ
ンタルアップマネージャ資格認定機関）代表理事、公認心理
師、産業カウンセラー、２級キャリアコンサルティング技能
士。企業内健康管理室カウンセラーとしての長年の現場経
験を生かした、人間関係改善に必須のコミュニケーション、
ストレスマネジメントなどの分野を得意とする。 
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